
資料１－２

公共下水道会計（収益的収支）のイメージ

一般会計

下水道使用料 一般会計繰入金 繰入金 一般会計繰入金 長期前受金戻入 その他

（雨水分基準内） （汚水分 （汚水分基準外） （補助金相当）

基準内）

汚水維持管理費 雨水処理費 汚水分減価償却費 支払利息 純利益

○繰入金は国が定める基準により「基準内」「基準外」に分かれる。

○雨水処理にかかる費用は一般会計繰入金（基準内）として賄われる。

○長期前受金戻入は施設建設のための補助金相当分（資本的収入）を、後年度に分割して収益的収入とするもの。

収入

支出


